
 

 
東清株式会社 

所 在 地：中津川市駒場２２９０番地の３ 
業  種：サービス業 
労働者数：８５人                         

 
 
【行動計画期間】 
 
平成２４年１月１日～平成２６年７月３１日 
 
 

【行動計画目標】 
  
目標１ 育児休業を 1 日に限り有給とする。 
 
目標２ 子の看護休暇・介護休暇を 1日に限り有給とする。 

   

 

【行動計画取組状況等】 
 
・従業員のニーズを把握し、行動計画の目標を達成するために 

くるみん委員会を設けた。 

 

・時間単位で年次有給休暇を取得できる制度を導入し、取得を促進した。 

   

 ･子ども(小学校～大学院生)を養育している従業員へ子女教育手当を支給した。 

 

 ･配偶者出産時に取得できる特別休暇(１日）を導入した。 

 

 ･従業員の希望をふまえ、育児休業・看護休暇・介護休暇を年に１回有給にした。 

 

 ･妊娠中・産休・育児休業復帰後の相談窓口を設置した。 

 

 ･子の看護休暇と介護休暇を半日または時間単位で取得できる。 

 

 

 

  

   


